
　今年も残すところあと１か月となりました。交通事

故を１件でも防止し、年始を笑顔で迎えることができ

るよう交通安全意識を高く持ち、事故防止に繋げま

しょう。

　冬の朝晩は道路が凍ったり、シャーベット状になる

“アイスバーン”が発生します。橋の上や交差点付近

は特に発生しやすいので、日頃から通る道でも通常の

半分程度のスピードを意識し、周囲の車と十分距離を

取るなど、慎重な運転を心がけるようお願い致します。

ここで一句…。
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0304安全協会みなみ
松山南交通安全協会　☎958-6558

平成31年度新規採用の東温市職員【保育士】を募集します（２次募集）
〒791-0292　東温市見奈良530番地1
東温市役所　総務課　人事係　☎964-4400

消費者力UP!通信
総務課　消費生活相談窓口
☎964-4400

受給者が亡くなった時
遺族が受け取れる年金があります

軽自動車所有者が死亡されると
名義変更や廃車手続きが必要です

「水道料金の適正化」について
水道事業運営委員会が答申書を提出しました
水道課 庶務係　☎964-4416

競争入札参加資格審査申請書の
受付を開始しました
財政課　管財係　☎964-4401

　軽自動車税は所定の手続きを行っていない場合、所

有者が死亡された翌年以降についても課税が続きま

す。継続使用する場合は名義変更を行ってください。

また、今後使用しない場合は廃車の手続きを行ってく

ださい。

※各受付窓口によって手続きに必要な書類が異なり、

手数料が必要な場合もありますの

で、詳しくは各受付窓口にお問い

合わせください。

   受付窓口 

●原動機付自転車、農耕用機械、小型特殊自動車、

　ミニカー

　東温市税務課　☎964-4403

●三輪・四輪の軽自動車

　軽自動車検査協会愛媛事務所（松山市南高井）

　☎050-3816-3124

●125ccを超える二輪車

　愛媛運輸支局（松山市森松町）

　☎050-5540-2076

　東温市水道事業運営委員会（会長 竹村俊一、副会長 

藤原敦子 ほか委員15名）は、本年７月に市長から諮問

された「水道料金の適正化」について、これまでの事業

実施状況と今後の経営予測等を踏まえた検討を重ね、

10月12日に「答申書」を提出いたしました。答申の主

な内容は次のとおりです。

・更なる経営改善を前提に改定はやむを得ず、改定率

は５％とする

・基本料金は、全口径で一律60円増額する

・従量料金は、全段階で均等に４％増額する

　平成31・32年度に東温市発注の工事、業務、物品

購入等の入札に参加を希望する事業者は、市に登録が

必要となります。所定の申請書に関係書類を添えて、

下記期間内に財政課までご提出ください。

　申請書等は市のホームページに掲載しています。

　（財政課窓口にもあります）

　定期受付　12月10日～平成31年１月31日
　　　　　　（平成31年４月１日から有効）

定期受付終了後は、随時受付を行います

●平成31年２月１日～３月31日に受付

４月末までに入札参加資格の登録等を行いま

す。

●平成31年４月以降に受付

受付月の翌月末までに入札参加資格の登録等

を行います。

第１次試験　日時　平成31年１月６日㈰　９時～
　　　　　　会場　東温市役所

募集の詳細な案内（受験資格、試験内容等）は、市のホームページにてお知らせしていますのでご覧ください。ま

た、本試験に関して内容の変更やお知らせがある場合は随時掲載いたしますので、受験前に必ずご確認ください。

 相談事例 　市職員を名乗って、「国民健康保険料の

５年間の見直し時期で、あなたに還付金がある」とい

う電話があった。「手続きは今日中だが、取引銀行はど

こか」と聞かれたので答えると、銀行から電話させる

と言って切れた。すぐに銀行から電話があり、近くの

ＡＴＭに行き、着いたら電話するように指示された。

電話をすると手続きを案内され、指示通りＡＴＭを操

作したら、100万円近く引き出されていた。

 アドバイス 
・「お金が戻ってくるので携帯電話をもってＡＴＭへ

行くように」と言われたら詐欺です。

・市役所や金融機関の職員が還付金等の受け取りにつ

いて電話をすることはありません。

・不安を感じたら、役場か警察に相談しましょう。

●死亡一時金
国民年金保険料を36月以上納めている方が老齢基礎年
金等を受給せずに亡くなったとき

●遺族基礎年金
国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格期間が
25年以上ある方が亡くなった場合にその方により生計
を維持されていたとき

●寡婦年金
10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されて
いた妻がおり、保険料を納めた期間が10年以上ある夫
が亡くなったとき

●未支給年金
年金受給者が亡くなり、その方に支給されるはずの年
金が残っていたとき

●遺族厚生年金（遺族共済年金）
亡くなった方に厚生年金（共済組合）の加入期間があるとき
※加入していた年金制度や受給していた年金の種類に

よって必要書類や請求先が異なります。詳しくはお
問い合せください。

お問い合せの際は、基礎年金番号をご用意ください。
松山東年金事務所　☎946-2146
東温市市民課　　　☎964-4471
社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書についての照会先

〈ねんきんネット等専用ダイヤル〉
☎0570-058-555

採 用 予 定 数 若干名

受 験 資 格
①資格要件　　保育士資格取得者または平成31年4月1日までに取得見込みの人
②その他要件　ア)日本国籍を有する人
　　　　　　　イ)地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条各号のいずれにも該当しない人

第 １ 次 試 験 教養試験、専門試験、一般性格適性検査

第 ２ 次 試 験 作文試験、面接試験　※第1次試験合格者のみ（２月上旬予定）

身 分 及 び 処 遇 給料・手当等は、東温市給与条例等の規定により支給

申 込 方 法 必要書類を総務課に郵送または持参　※郵送の場合は簡易書留等確実な方法で郵送してください。

申 込 受 付 期 間 11月30日㈮～12月14日㈮消印有効

提 出 書 類 等

①試験申込書（申込日前３か月以内に撮影した写真を貼付）
②資格証の写しまたは取得見込証明書
※試験申込書はＡ４サイズ縦・両面印刷により提出してください。
※試験申込書・試験案内は総務課窓口にあります。
　（市ホームページからもダウンロードできます）

消費者ホットライン　188（嫌や！イヤヤ！）

相談受付：９時～17時

　毎週月曜、第２・４金曜日は、専門相談員が対応



救急ワークステーションを活用した研修
　救急救命士の就業前教

育・再教育や、通信指令

員が119番受信した際の

緊急度・重症度判断等の

能力向上を図るため、連

携市町の救急隊員と通信

指令員を対象に、「松山市

救急ワークステーション」等で研修を実施しています。

まつやま圏域図書館の連携
　各市町の公立図書館を他市町の住民でも利用できる

よう、利用対象者を松山圏域に拡大しています。

●利用可能な図書館
松山市立中央図書館
松山市立三津浜図書館
松山市立北条図書館
松山市立中島図書館
伊予市立図書館
東温市立図書館
久万高原町立図書館
松前町ふるさとライブラリー
砥部町立図書館

中小企業商談力向上支援
　百貨店・スーパー等

の大手流通業から県内

の食品販売店までが買

い手事業者としてブー

スを構え、そこに松山

圏域の中小・零細企業

が売り手事業者として

直接売り込む「逆」商談会を開催しています。

婚活支援事業の連携・共同実施
　市町ごとにそれぞれの特色を活かした結婚支援イベ

ントや、未婚者の親が参加する婚活交流会を開催して

います。

病児・病後児保育の広域受け入れ
　市町の枠を超えて病児・病後児を相互に受け入れる

体制を整えています。東温市では市内の病児・病後児

保育実施施設で松山市民の利用を受け入れる一方、東

温市民は松山市の４つの施設を利用できるようになり

ました。

　市役所前にある自動交付機は、
１月１日～３日まで利用を休止し
ています。
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まちに欠かせない建物や
公共インフラについて

知るページです。

08

09

連携中枢都市圏（松山圏域）取組みの中間報告
企画政策課　企画政策係　☎964-4473

児童扶養手当のご案内
社会福祉課　児童福祉係　☎964-4406

　中予地域の３市３町で形成された連携中枢都市圏（松山圏域）は３年目に入り、『まつやま圏域未来共創ビジョ

ン』に示す計画期間の折り返し点を迎えました。松山圏域では、人口減少・少子高齢社会にあっても、地域を活

性化し、住民が安心して快適な暮らしを営んでいけるよう、①経済成長のけん引②高次の都市機能の集積・強化

③生活関連機能サービスの向上の３分野で様々な取組みを行っており、今後も３市３町が力を合わせて松山圏域

の発展を目指します。

　児童扶養手当は、父または母のいない児童や父母のいない児童を養育している場合に、家庭での生活の安定や

子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。対象となる要件や所得による支給金額の制限な

ど制度について、詳しくは担当窓口までお問い合せください。

▶手当月額
　認定請求日の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

対象児童の数 手当月額

１人
42,500円から10,030円まで

（所得に応じて10円きざみの額となります）

２人
10,040円から5,020円まで

（上記1人目の額に加算されます。所得に応じ
て10円きざみの額となります）

３人以上
6,020円から3,010円まで（児童が1人増すご
とに加算となります。所得に応じて10円きざ
みとなります）
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松山広域都市計画の変更に係る説明会
日時　12月18日㈫　19時～

場所　東温市役所４階　大会議室

内容　地区計画の主な内容を説明します。

　　　・建築物等の用途の制限

　　　・建ぺい率・容積率

　　　・壁面の位置の制限

　　　・屋外広告物

　　　・かき又はさく

INFORMATION

マイナンバーカードを使えば、
住民票をコンビニで発行でき
るようになっています。

問 市民課　☎ 964-4404

住民票はコンビニでも

発行できます。

証明書コンビニ交付
利 用 時 間

※12月29日～１月３日はメンテナ
ンスのため利用を休止します。

６時30分から

23時まで

住民票、所
得証明、戸

籍

手軽に手に
入らないか

な？
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